
      
 

一
、
対
策
農
家
の
長
期
資
金（
借
換
）の
貸
付 

　
　
に
つ
い
て 

二
、
理
事
者
に
対
す
る
短
期
資
金
の
貸
付
及

　
　
び
平
成
26
年
ク
ミ
カ
ン
取
引
に
つ
い
て 

三
、
出
資
金
の
減
口
に
つ
い
て  

  

一
、
平
成
26
年
度
基
本
方
針
と
重
点
実
施
事

　
　
項
に
つ
い
て 

二
、
平
成
26
年
度
借
入
金
の
最
高
限
度
額
に

　
　
つ
い
て 

三
、
平
成
26
年
度
貸
付
金
利
率
の
最
高
限
度

　
　
に
つ
い
て 

四
、
平
成
26
年
度
信
用
供
与
等
の
最
高
限
度

　
　
額
に
つ
い
て 

五
、
平
成
26
年
度
理
事
者
に
対
す
る
貯
金
担

　
　
保
貸
付
及
び
共
済
担
保
貸
付
の
具
体
的

　
　
包
括
承
認
に
つ
い
て 

  

一
、
対
策
農
家
の
対
応
に
つ
い
て 

二
、
平
成
25
年
度
決
算
見
込
み
に
つ
い
て 

三
、
固
定
資
産
減
損
会
計
に
つ
い
て 

四
、
資
産
査
定
基
準
（
担
保
評
価
マ
ニ
ュ
ア

　
　
ル
）（
案
）の
見
直
し
に
つ
い
て 

五
、
外
部
出
資
に
つ
い
て 

六
、
平
成
25
年
度
馬
産
地
再
活
性
化
緊
急
対

　
　
策
リ
ー
ス
事
業
に
つ
い
て 

七
、
出
資
持
分
の
譲
渡
に
つ
い
て 

  

一
、
長
期
資
金（
借
換
）の
貸
付
に
つ
い
て 

二
、
平
成
25
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て 

三
、
目
的
積
立
金
の
取
崩
し
に
つ
い
て 

四
、
平
成
25
年
度
の
自
己
査
定
結
果
に
つ
い

　
　
て 

五
、
平
成
26
年
度
事
業
計
画（
案
）に
つ
い
て 

六
、
平
成
26
年
度
固
定
資
産
の
取
得
及
び
処

　
　
分（
案
）に
つ
い
て 

七
、
平
成
26
年
度
職
員
の
定
員
及
び
職
員
給

　
　
与
の
改
正（
案
）に
つ
い
て 

八
、
平
成
25
年
度
内
部
監
査
結
果
報
告
及
び

　
　
平
成
26
年
度
内
部
監
査
計
画
に
つ
い
て 

九
、
平
成
26
年
度
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ

　
　
グ
ラ
ム
計
画
に
つ
い
て 

十
、
平
成
26
年
度
余
裕
金
の
預
入
先
に
つ
い

　
　
て 

十
一
、
定
款
の
変
更
に
つ
い
て 

十
二
、
規
定
類
の
改
正
に
つ
い
て 

十
三
、
出
資
持
分
の
譲
渡
に
つ
い
て 
  

一
、
理
事
候
補
者（
理
事
会
枠
）の
推
薦
に
つ

　
　
い
て 

  

一
、
平
成
25
年
度
決
算
監
査
の
実
施
結
果
に

　
　
つ
い
て 

二
、
道
の
検
査
指
摘
事
項
に
対
す
る
回
答
に

　
　
つ
い
て 

三
、
平
成
26
年
度
役
員
報
酬
に
つ
い
て 

四
、
中
期
経
営
計
画（
平
成
26
〜
28
年
）（
案
）

　
　
に
つ
い
て 

五
、
内
国
為
替
手
数
料
の
変
更
に
つ
い
て 

六
、
平
成
26
年
度
団
体
営
整
備
事
業
（
農
業

　
　
基
盤
整
備
促
進
事
業
）の
実
施
に
つ
い
て 

七
、
第
66
回
通
常
総
会
議
案
（
決
算
関
係
書

　
　
類
及
び
部
門
別
損
益
計
算
書
）に
つ
い
て 

八
、
第
66
回
通
常
総
会
招
集
通
知
に
つ
い
て 

  

一
、
第
66
回
通
常
総
会
議
案
第
７
号
（
役

　
　
員
の
選
任
）に
つ
い
て
　 

  

一
、
不
良
債
権
先
に
係
る
回
収
及
び
処
理
方

　
　
針
に
つ
い
て 

二
、
平
成
26
年
〜
28
年
度（
３
ヵ
年
）不
良
債

　
　
権
比
率
改
善
計
画
に
つ
い
て 

  

一
、
代
表
理
事
の
選
任
に
つ
い
て 

二
、
組
合
長
の
選
任
に
つ
い
て 

三
、
副
組
合
長
の
選
任
に
つ
い
て 

四
、
常
務
理
事
の
選
任
に
つ
い
て 

五
、
信
用
担
当
理
事
の
選
任
に
つ
い
て 

六
、
使
用
人
の
退
職
事
由
の
除
外
に
つ
い
て 

七
、
非
常
勤
理
事（
み
な
し
常
勤
理
事
）の
使

　
　
用
人
兼
務
の
決
定
に
つ
い
て 


